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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○保安林の指定施業要件の変更 （森づくり推進課取扱い）１

○保安林の指定施業要件の変更予定に係る通知の掲示（２件） （森づくり推進課取扱い）２

○障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者就業・生活支援センターの指定

（雇用労政課取扱い）２

○県営土地改良事業の計画の決定 （農地整備課取扱い）２

○指定管理者の変更事項の届出 （都市計画課取扱い）３

○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の廃止（２件）

（姶良・伊佐地域振興局取扱い）３

○障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定（２件）

（大隅地域振興局取扱い）４

（大島支庁取扱い）４

公 告

○大規模小売店舗の新設に関する公告 （商工政策課取扱い）４

監 査 委 員 公 表

○監査結果の報告に係る措置の公表 （監査委員事務局取扱い）５

公 安 委 員 会 告 示

○遊技機の型式の検定の告示 （生活環境課取扱い）６

鹿児島県告示第939号

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により，次のとおり保安林の指定

施業要件を変更する。

平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

肝属郡錦江町田代麓字久木野5166番647（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

水源の涵養
かん

３ 変更後の指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は，省略し，その図面及び関係書類を鹿児島県環境林務部
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森づくり推進課及び錦江町役場に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第940号

平成24年５月18日鹿児島県告示第636号（以下「告示第636号」という。）で告示した保安林

の指定施業要件の変更予定に係る通知の相手方の所在が不分明であるので，森林法（昭和26年

法律第249号）第189条の規定により，その通知の内容を志布志市役所に掲示するとともに，そ

の要旨を告示する。

平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 所在が不分明な者の氏名

神戸亮二，神戸公子

２ 通知の要旨

 指定施業要件の変更予定保安林の所在場所

志布志市志布志町田之浦字菅谷1847番

 変更後の指定施業要件

告示第636号の変更後の指定施業要件のとおり

鹿児島県告示第941号

平成24年６月８日鹿児島県告示第708号（以下「告示第708号」という。）で告示した保安林

の指定施業要件の変更予定に係る通知の相手方の所在が不分明であるので，森林法（昭和26年

法律第249号）第189条の規定により，その通知の内容を錦江町役場に掲示するとともに，その

要旨を告示する。

平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

通 知 の 要 旨
所 在 が 不 分 明 な 者 の 氏 名

指定施業要件の変更予定保安林の所在場所 変更後の指定施業要件

油木田育穂 肝属郡錦江町田代麓字堀ノ瀬戸1033番３，1034番 告示第708号の変更後の

２ 指定施業要件のとおり

篠原亮 肝属郡錦江町田代麓字堀ノ瀬戸1035番２，1037番

２

南園忠男 肝属郡錦江町田代麓字森木ヶ迫2614番１，2614番

２

鹿児島県告示第942号

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第27条第１項の規定により，

同法第28条に規定する業務を行う者を次のとおり指定した。

平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

指定年月
名 称 住 所 事務所の名称 事務所の所在地

日

社会福祉法人敬 南九州市知覧町 なんさつ障害者就業 南九州市知覧町郡 平成24年

和会 郡字横井9047番 ・生活支援センター 135番地 ８月１日

１

鹿児島県告示第943号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により，土地改良事業県営農地防

災（農村災害対策整備事業）（農業用用排水施設整備及び農用地保全）平佐東地区の計画を定

めたので，関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお，この決定に不服のある者は，縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に，鹿児

島県知事に対して異議申立てをすることができる。

鹿 児 島 県 公 報 平成24年８月14日（火）第2829号
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平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 縦覧書類の名称

土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間

平成24年８月15日から同年９月11日まで

３ 縦覧場所

薩摩川内市役所耕地課

鹿児島県告示第944号

鹿児島県公の施設に関する条例施行規則（平成17年鹿児島県規則第74号）第５条第２項の規

定により，大隅広域公園の指定管理者から次のとおり変更の届出があった。

平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤裕一郎

１ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地

財団法人鹿児島県地域振興公社・ＮＰＯ法人鹿児島21世紀スポーツクラブ共同事業体

鹿児島市名山町４番３号

２ 変更の内容

変更事項 変 更 前 変 更 後 変更年月日

名称 財団法人鹿児島県地域振 財団法人鹿児島県地域振 平成24年３月８日

興公社・ＮＰＯ法人大隅 興公社・ＮＰＯ法人鹿児

21世紀スポーツクラブ共 島21世紀スポーツクラブ

同事業体 共同事業体

姶良・伊佐地域振興局告示第40号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により，指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があった。

平成24年８月14日

姶良・伊佐地域振興局長 岡田和憲

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

社会福祉法人霧 霧島市横川町中 社会福祉法人霧 霧島市国分中央 松枝洋一郎 平成24年 居 宅 介 護

島市社会福祉協 ノ254番地１ 島市社会福祉協 三丁目33番10号 ４月3 0日

議会横川居宅介 議会

護事業所

姶良・伊佐地域振興局告示第41号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により，指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があった。

平成24年８月14日

姶良・伊佐地域振興局長 岡田和憲

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

社会福祉法人と 霧島市隼人町内 社会福祉法人と 姶良市加治木町 﨑元 哲郎 平成24年 居 宅 介 護

もしび会在宅支 2176－１ もしび会 日木山2455番地 ７月31日 ・ 重 度 訪

援センターあゆ １ 問 介 護 ・

み 行 動 援 護
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大隅地域振興局告示第24号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定により，次のとおり指定障

害福祉サービス事業者として指定した。

平成24年８月14日

大隅地域振興局長 秋元幸壽

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

社会福祉法人鹿 鹿屋市向江町29 社会福祉法人鹿 鹿屋市大手町１ 山下 求 平成24年 同 行 援 護

屋市社会福祉協 番２号 屋市社会福祉協 番１号 ７ 月 １ 日

議会障害者居宅 議会

介護事業所

大島支庁告示第24号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定により，次のとおり指定障

害福祉サービス事業者として指定した。

平成24年８月14日

大島支庁長 伊喜功

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

伊仙町社会福祉 大島郡伊仙町伊 社会福祉法人伊 大島郡伊仙町伊 琉 理人 平成24年 同 行 援 護

協議会同行援護 仙2293番地１ 仙町社会福祉協 仙2293番地１ ８ 月 １ 日

事業所 議会

大規模小売店舗の新設に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に

より次のとおり大規模小売店舗の新設について届出があったので，関係書類を平成24年８月14

日から４月間，鹿児島県商工労働水産部商工政策課及び大隅地域振興局総務企画部において縦

覧に供する。

なお，法第８条第２項の規定により意見を述べようとするものは，「意見 意見を述べ

る理由 氏名及び住所（団体にあっては，名称，代表者の氏名及び事務所の所在地） 大

規模小売店舗の名称及び所在地」を記載した意見書を，平成24年８月14日から４月以内に，鹿

児島県商工労働水産部商工政策課に到着するよう提出すること。

平成24年８月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス志布志中央店

志布志市志布志町志布志三丁目2319番１ 外11筆

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び

住所並びに代表者の氏名

 大規模小売店舗を設置する者

株式会社コスモス薬品 代表取締役 宇野正晃

福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号

 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社コスモス薬品 代表取締役 宇野正晃

福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号

３ 大規模小売店舗の新設をする日

公 告
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平成25年３月24日

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,657平方メートル

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

 駐車場の位置及び収容台数

建物北側及び西側 59台

 駐輪場の位置及び収容台数

建物敷地西側 18台

 荷さばき施設の位置及び面積

建物北側 60平方メートル

 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物内東側 12立方メートル

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻 午前10時

イ 閉店時刻 午後10時

 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時30分から午後10時30分まで

 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

２箇所 建物敷地北側

 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

24時間

７ 届出年月日

平成24年７月23日

監査委員公表第10号

平成24年３月29日付け監査第131号の監査結果に基づき，平成24年７月31日付け財第39号で

鹿児島県知事から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和22年法律第67号）第

199条第12項の規定により次のとおり公表する。

平成24年８月14日

鹿児島県監査委員 弓指 博昭

同 橋口 和博

同 堀之内芳平

同 二牟礼正博

指摘事項

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

農政部農業開発 物品の購入事務に １ 事務処理の適正化の徹底

総合センター茶 おいて，請求書と異 納品書と現物との照合の徹底など物品の検

業部 なる物品を納入させ 査に係る体制の強化について全所属に通知し，

る不適正な事務処理 所属機関におけるチェック体制を強化するな

がある。 ど事務処理の適正化を図ることとした。

２ 職員研修及び会計検査の充実

検討改善を求められた事項については，会

計事務職員研修会や会計検査を通じて重点的

に指導することとした。

３ 自主検査の推進

自主検査の強化及び所属相互間の自主検査

監 査 委 員 公 表
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の積極的な推進を図ることとした。

文書注意事項

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

環境林務部環境 平成22年度の機器 １ 事務処理の適正化の徹底

保健センター 修理に係る支出事務 事務処理に係る職員間のチェック体制を強

において，修理の完 化するなど事務処理の適正化を図ることとし

了が翌年度になって た。

いるものがある。 ２ 職員研修及び会計検査の充実

商工労働水産部 臨時職員の雇用事 検討改善を求められた事項については，会

水産技術開発セ 務において，健康保 計事務職員研修会や会計検査を通じて重点的

ンター 険と厚生年金保険の に指導することとした。

加入手続きがなされ ３ 自主検査の推進

ていないものがある。 自主検査の強化及び所属相互間の自主検査

の積極的な推進を図ることとした。

農政部農業開発 交通事故があり， １ 交通標識の設置等

総合センター 相手方車両に損害が 敷地内道路の再点検を行うとともに，交通

発生している。 標識の設置等を行った。

２ 職員研修等の充実

職員会議等での交通安全啓発のほか，交通

法令講習会を実施した。

３ 各種会議等における交通事故防止の周知徹

底

主管課長会議など各種会議の機会を通じて，

交通事故防止等について注意喚起を行った。

４ 文書による職員への交通事故防止の周知徹

底

「服務規律の厳正確保，事務の改善等につ

いて」（平成24年４月５日付け総務部長通知）

鹿児島県公安委員会告示第92号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成24年８月14日

鹿児島県公安委員会委員長 山本良樹

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲ神音の森Ｈ－ＴＸ 株式会社ニューギン 2P0607

ぱちんこ遊技機 ＣＲ神音の森Ｈ－Ｔ 株式会社ニューギン 2P0641

ぱちんこ遊技機 ＣＲ楽園むすめＨ２Ｒ－ＴＸ 株式会社ニューギン 2P0703

ぱちんこ遊技機 ＣＲ楽園むすめＨ２Ｒ－Ｔ 株式会社ニューギン 2P0704

ぱちんこ遊技機 ＣＲデラックス海物語ＭＭＡ 株式会社三洋物産 2P0677

ぱちんこ遊技機 ＣＲ大工の源さんＸＬＢ 株式会社三洋物産 2P0727

ぱちんこ遊技機 ＣＲ大工の源さんＹＭＡ 株式会社三洋物産 2P0732

ぱちんこ遊技機 ＣＲ蒼天の拳天授ＬＴＶ サミー株式会社 2P0684

ぱちんこ遊技機 ＣＲ闘牌伝説アカギ２死闘編Ｙ 奥村遊機株式会社 2P0739

ぱちんこ遊技機 ＣＲ ＳＡＭＵＲＡＩ７ ＧＬＡ 株式会社ソフィア 2P0742

公 安 委 員 会 告 示
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ぱちんこ遊技機 ＣＲ元祖ハロー！プロジェクトＦ 株式会社藤商事 2P0744

ＰＬ

回胴式遊技機 Ｄハナハナ－30 株式会社パイオニア 2S0582

回胴式遊技機 リングにかけろ１ ギリシア十二 サミー株式会社 2S0645

神編Ｘ

回胴式遊技機 ミリオンゴッド-神々の系譜-ゼウ 株式会社メーシー 2S0688

スSV


